
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● 北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議（第１３回）について 
 
 
 
 
 
 

 
【会議の概要】 

 
〈 議   事 〉 
１ 第１２回監視円卓会議議事録について 

平成２０年８月２８日に開催した第１２回監視円卓会議の 

議事録が承認されました。 

 

２ 先行事業地視察報告 

平成２０年１０月２７日に実施した豊田ＰＣＢ廃棄物処理 

事業の視察結果について報告がありました。 

参加した委員や事務局から北海道事業で参考にすべき点な 

どについて意見や感想が述べられました。 

 

３ 北海道事業の進捗状況等について（ＪＥＳＣＯ） 

施設の稼動状況、１０月に行われた定期点検、ＰＣＢ廃棄 

物の海上輸送、総合防災訓練について説明がありました。 

 

４ その他（事務局） 

  平成２０年度の環境モニタリングの結果及び「平成２１年 

度北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画（案）」に 

ついて説明を行いました。 

北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業 
監視円卓会議だより 第１３号 

平成２１年１月 

日本環境安全事業㈱（ＪＥＳＣＯ）が昨年５月から操業を開始した、北海道ＰＣＢ廃棄物

処理事業が、安全、確実かつ適正に行われることを目的として、北海道と室蘭市では、処理

施設の整備や操業、処理事業における情報公開の監視などを行う『北海道ＰＣＢ廃棄物処理

事業監視円卓会議』を設置しています。 

 今回は、１２月１８日に開催された第１３回監視円卓会議の内容を中心に、施設の稼動状

況や事業の経過などについて、お知らせします。 

平成２０年１２月１８日（木）午後２時より、ＰＣＢ処理情報センター（室蘭市御崎町１－９）に

おいて、第１３回監視円卓会議を開催しました。 

   会議には、学識経験者２名、団体委員６名、公募委員３名の委員１１名のほか、オブザーバーとし

て、環境省、登別市、ＪＥＳＣＯなど関係者が出席し、事業の進捗状況や１０月に行った豊田事業所

の視察結果等について報告を行い、それらに関する意見交換が行われました。 

【先行事業地視察の様子】 

処理施設の見学 

豊田市職員等との意見交換 



● 主な報告事項等の内容  
■ 処理施設の稼動状況について（１１月末現在） 

◆ＰＣＢ廃棄物の受入・処理状況 

※１ ＰＣＢ油類はドラム缶の本数  ※２ 処理状況は抜油ベース（カッコ内は平成２０年度の計画数値） 
 

 ◆ＰＣＢの液処理量 １６，５７０㎏ 
 
 ◆払出物の状況 
 【有価物】                       【廃棄物】（焼却処理） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ トラブル事象等について 

 前回の円卓会議以降、１１月３０日までに２件のトラブル事象が発生しました。その概要は次のとおりですが、い

ずれも作業員や外部への影響がない区分Ⅳ※の事象です。 
※ 区分Ⅳ：環境への特段の影響がない事象、前月に発生した事象をとりまとめ、毎月１０日までに道及び市へ報告、その後ＰＣＢ処理情報センタ

ーにて資料を供覧。 
 
① 真空超音波洗浄槽配管バルブからの溶剤漏れ（発 生：平成20年９月７日（日）14:10ごろ） 

発生場所 真空超音波洗浄エリア１階 第５洗浄槽Ａの配管バルブ 
概  要 床面に溶剤５～６ℓ程度漏れているところを巡視員が発見 
原  因 バルブの開閉動作の繰り返しにより、グランド部シールが緩んだ。 
対  策 当該バルブと同型のバルブについて、締め付け状態の動作確認を実施。巡視点検において、締め付け

状態を確認。また、定期点検時にバルブの緩み防止のため、補強工事を実施。 
 
② 大型トランス蓋切断作業における右薬指の挫創（発 生：平成20年９月22日（月）10:25ごろ） 

発生場所 大型／車載トランス解体エリア 大型切断機（蓋切断装置） 
概  要 大型トランス蓋切断時、鋸刃ガイドローラに押し付けられた上蓋切断片を引き抜こうとした作業員が

定盤と切断片との間に指を挟み、罹災 
原  因 安全配慮の不足 
対  策 重量物の異動運搬制限荷重の設定（20㎏以下）。材料の下に手を入れないことを禁則事項としてルー

ル化。作業手順書及び禁則事項を見直すとともに、作業員に対する教育を実施。 
 

■ 平成２０年度定期点検の結果 
ＪＥＳＣＯでは、１０月に操業開始初めての定期点検を行いました。 
９月下旬から、段階的に設備を停止し、点検を実施した結果、一部で作業性の改善や不具合の補修などを実施しま

したが、今後の操業に影響を及ぼすような異常はなく、１１月５日から操業を再開しています。 
なお、今回の点検で実施した、小型トランス解体ラインの穴あけドリルの長さの変更及びコンデンサ取り込み装置

のつめの長さの変更について、胆振支庁に軽微変更の届出を行い、受理されています。 
 

■ 平成２０年度総合防災訓練の実施結果 
ＪＥＳＣＯでは、火災発生時の現場における基本行動、役割分担や防災組織活動などについて、総合的な防災活動

が確実に実施できることを確認するため、処理施設の運転会社である室蘭環境プラントサービス㈱及び室蘭市消防本

部と連携した総合防災訓練を１０月２２日に実施しました。 
訓練は、大型／車載トランス解体エリアの加熱装置からの火災による緊急異常事態の発生をベースとし、作業員の

負傷及びＰＣＢ汚染の恐れがあるという想定で行い、概ね滞りなく行うことができました。 
２１年以降も、今回の訓練の参加者及び見学者から出された意見や要望を反映させながら、実施していくこととし

ています。 

トランス類（台） コンデンサ類（台） PCB油類（本）※１ 合   計 
道内 道外 道内 道外 道内 道外 道内 道外 

受入状況   ５６ ２７  ６５７  ３６７   ２３ － ７３６  ３９４ 
処理状況※２   ６７（４８４） ９７１（５，６５６）    ２３（０） １，０６１（６，１４０）

払出物 払出量(㎏) 利用方法

銅   ２，８２７ 再生利用

アルミニウム   １，５５７   〃 
碍子 ２，６３９   〃 
複雑金属   ４，１８４   〃 
鉄 ２４，１１２   〃 
処理済油 １０３，５３２ 燃料利用

払出物 払出量(㎏) 
素子 １３，４６５ 
紙・木・プレスボード   ２，６８６ 
廃ＴＣＢ ８，１１９ 
廃アルカリ ２１７，７８２ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● 委員からの主な質問と回答 
【先行事業所視察関連】 

◎ 保管困窮者について 

（質問）委員 
 豊田事業所で、ＰＣＢ廃棄物の保管に窮した事業者が個人

でコンデンサを持ち込んだことが問題なっていた。北海道の

状況は。 
（回答）北海道 
 保管に特に困っている事業者の把握は行っていない。処理

は、地域により搬入期間が定められているので、その期間内

に処理されるよう各ブロックで判断することになる。 
計画では、緊急に処理が必要なものは、搬入期間外であっ

ても処理できるように定めている。 
（質問）委員 

保管困窮者への対応が必要。また、所在が不明となって

いるＰＣＢについて、どのように把握するのか。国の責任で

調査すべき。 
（回答）環境省 
 法律上、保管事業者が責任を持って処理することになると

ころ、中小企業者等は、基金による助成を受けることが可能。

また、保管が継続できなくなった場合は、緊急処理や保管の

引継ぎなどの対応が考えられ、所管する都道府県等に相談し

ていただきたい。 
「ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」

に基づく届出がされていないＰＣＢ廃棄物の保管状況につ

いては、電気事業法等に基づく届出と照合するなど、今後と

も都道府県と連携して、把握に努めたい。 
 
【北海道事業の進捗状況関連】 

◎ ＰＣＢ廃棄物の海上輸送について 

（質問）委員 
 １１月３０日に青森室蘭間のフェリーが廃止となった。今

後、他の船の利用などどのようにしていくのか。 
（回答）ＪＥＳＣＯ 
 今回は、東日本フェリーが国土交通省（東北運輸局青森運

輸支局）から特別措置の許可を受けることにより、実現した

もの。他の船会社も同様の措置を受ければ利用することがで

きるが、現在のところ、そのような動きは聞いていない。 
 今後の広域運搬については、当面ＪＲコンテナに頼らざる

を得ない。 
（意見）委員 

国、会社がどうするか考え、早急に解決してほしい。 
（質問）委員 
 フェリーが２０時に室蘭に到着した後、翌朝ＪＥＳＣＯで

の受入までの間、どうしてフェリー埠頭で１泊しなければな

らないのか。 
（回答）ＪＥＳＣＯ 
 現時点では、安全性を考慮し、日中のみの受入れとしてい

る。今後、実績を積んだ上で、受入時間の延長を考えたい。

◎ トラブル事象等について 

（意見）委員 
 事故は想定外で起きるもの。効率を優先して無理をす

ることなど無いように。ルールの徹底、倫理教育をしっ

かりしてほしい。 
（質問）委員 
 ９月のバルブからの溶剤漏れは、ＰＣＢ漏れの可能性

があったのか。事故報告書が分かりにくいので、安全度・

危険度が見て分かるよう工夫して公表してほしい。 
（回答）ＪＥＳＣＯ 
 報告文書の体裁は、検討したい。なお、今回は区分Ⅳ

だったが、ＰＣＢが入っていれば、区分Ⅲ（環境への影

響はないが、第三者に不安感を与える事象）に相当する。

 
◎ 払出物について 

（質問）委員 
払出の状況について、８月の廃アルカリや廃ＴＣＢが

ゼロになっているなど、バラツキがあるが。 
（回答）道 
要因などについて、次回報告させていただく。 

 

【その他】 

（質問）委員 
搬入計画の中で、胆振支庁や日高支庁管内は平成２１

年度以降受入れをしないことになっているが、平成２０

年度に受入れを終了するのか。 

（回答）北海道 
残っているものについては、随時受入れを行っていく。

（質問）委員 
 処理能力の考え方は。１１月の稼動率について、３５％

と言っているが、ＰＣＢの量で計算すれば１／６程度と

なるのでは。 
（回答）ＪＥＳＣＯ 
処理を行うトランスやコンデンサの台数で計算すると

１１月３５％、１２月４０％となる。処理物に含まれる

油の量が想定より少ない。 
（質問）委員 
 保管状態の悪いもの（漏れや滲みがあるものなど）は

当面処理を行わないとのことだが、どの程度あるのか。

また、本来はそういったものから処理すべきではないか。

いつから処理を行うのか。 
（回答）ＪＥＳＣＯ 
早期登録が行われているもので、漏れや滲みがあると

自己申告されているものは、概算で１割未満。 

漏れや滲みのあるものは、廃棄物の洗浄時など処理中

に外部に出る可能性があることから、作業員の健康面を

考慮して受入れていない。 

技術の向上が図れれば、いずれ受入を開始する。 



● 北海道事業の進捗状況について（最新の話題など） 
■ 北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業の経過（平成２０年８月２８日以降） 

○１０月１日 定期点検（～３１日） 
    

○１０月２２日 総合防災訓練 
 
○１０月２４日 フェリーを利用した道外廃棄物の初受入（２３日～海上輸送） 

国内のＰＣＢ廃棄物広域処理事業において、全国で初となるＰＣＢ廃棄物の 
海上輸送が、東日本フェリー㈱が運行する青森～室蘭航路を利用して行われ、 
長野県と新潟県の保管事業場に保管されていたコンデンサ１４台が処理施設に 
搬入されました（１１月末までに計３回の海上輸送が実施されました）。 
 
○１１月７日 協定に基づく立入検査 

  北海道と室蘭市は、「北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る安全確保及び環境保全協定」に基づく立入検

査を協同で実施しました。 
 
○１１月１９日 北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る広域協議会（第１４回） 

北海道、１５県及び室蘭市が出席し、「平成２１年度北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画」(案)などにつ

いて、協議を行いました。 

■ 豊田ＰＣＢ廃棄物処理事業の視察 

 １０月２７日（月）に円卓会議委員による豊田ＰＣＢ廃棄物処理事業の視察を行いました。 
 今回の視察では、豊田市ＰＣＢ処理安全監視委員会を傍聴後、豊田事業所を見学し、豊田市担当者と意見交換を行

いました。今回の視察を終えた委員からの意見や感想の主なものは、次のとおりです。 
委員からの意見・感想など 意見等に関連する北海道事業の概要など 

豊田では、委員会に自治地区の代表が６名入って

おり、地域重視の姿勢が感じられた。 
北海道の監視円卓会議の委員構成は、室蘭市ＰＣＢ処理事業

監視市民委員会を基にしており、室蘭市を代表する各団体の代

表の方などから、幅広くご意見を伺っています。 
立入検査などの権限を市が持っていたが、室蘭市

にはない。北海道でも室蘭市に対し特別に権限を

与えられないものか。 

 廃棄物処理法に基づく権限については、北海道にありますが、

北海道事業では、室蘭市・北海道及びＪＥＳＣＯによる３者で

「安全確保及び環境保全に関する協定」を結んでおり、この協

定に基づく立入検査については、市と道が共同で行っています。

５事業のＰＣＢの処理状況などを明らかにして

ほしい。 
 ＪＥＳＣＯでは、毎年「環境報告書」を作成し、環境に関す

る取組や各事業所の処理状況などを取りまとめ、公表していま

す。ＨＰやＰＣＢ処理情報センターでも閲覧できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         

◆ＰＣＢ廃棄物処理事業に関するお問合せ  
 日本環境安全事業株式会社 北海道事業所 
 〒050-0087 室蘭市仲町１４番地７ 
 ＴＥＬ：0143-22-3111  ＦＡＸ：0143-22-3001    
 日本環境安全事業㈱ホームページ http://www.jesconet.co.jp/ 

◆ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議に関するお問合せ 
 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課 
  〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 
  ＴＥＬ：011-231-4111(内24-312)、011-204-5196(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ＦＡＸ：011-232-4970 

E-mail：kansei.kanhai1@pref.hokkaido.lg.jp 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/index.htm 

室蘭市経済部産業振興課〔環境産業〕 
  〒051-8511 室蘭市幸町１番２号 
  ＴＥＬ：0143-25-2704 ＦＡＸ：0143-25-2478  E-mail：keizai-ei@city.muroran.lg.jp 
    http://www.city.muroran.lg.jp/main/index.php 

 

※「円卓会議だより」や円卓会議の会議資料は、北海道と室蘭市のホームページでご覧いただけます。 
また、この「円卓会議だより」は、室蘭市の各サービスセンターでも配布しています。 

フェリーから下船する運搬車


